
第1条 目的 第1条 目的 第1条 目的 第1条 目的

第2条 定義 第2条 定義 第2条 定義 第2条 定義

第3条 事業者の責務 第3条 設置者及び管理者の責務 第3条 設置者及び管理者の責務 第3条 設置者等の責務

第4条 ペット火葬場等の設置等の許可 第4条 設置等の許可 第4条 設置の許可 第4条 設置等の許可

許可対象

○ペット火葬施炉の設備を有す
 る施設
○死骸を埋葬，又は焼骨を納骨
 する設備を有する施設でペット
 火葬炉を有しないもの

許可対象

○焼却施設
○墳墓若しくは納骨堂
○これらを併せ有する施設 許可対象

○墳墓，納骨堂
○火葬施設等
　（火葬設備及び火葬車両）
○これらを併せ有する施設

許可対象

○火葬施設
○墳墓，納骨堂
○これらを併せ有する施設
○火葬車両

第5条 区長との事前協議 第5条 事前協議 第5条 事前届 第5条 事前協議

第6条 標識の設置及び届出等 第6条 標識の設置等 第6条 標識の設置等

第7条 計画の説明等

第8条 住民との協議等

第9条 許可の申請等 第8条 許可の申請 第8条 許可の申請

第10条 設置場所の基準 第7条 設置場所の基準

第11条 構造設備等の基準 第8条 構造設備等の基準

第10条 許可等の通知 第9条 許可等の通知

第11条 工事着手届 第12条 工事着手届 第9条 工事着手届

第12条 工事完了届等 第13条 工事完了届 第10条 工事完了届

第13条 維持管理 第14条 維持管理 第11条 維持管理

第13条 許可に基づく地位の継承 第14条 地位の承継 第15条 地位の継承 第12条 地位の承継

第16条 変更の許可の手続き

第17条 変更の届出 第13条 変更の届出

第18条 廃止の届出 第14条 廃止の届出

第15条 火葬車両の営業の許可

第16条 火葬車両の構造設備等の基準

第17条 火葬車両の維持管理

第18条 火葬車両により火葬する場所

第19条 ペット霊園に係る規定の準用

第19条 許可申請手数料

第14条 報告の徴収 第16条 報告及び検査 第20条 報告及び検査 第20条 報告及び検査

第15条 適用除外（墓地埋葬法許可施設）

第16条 勧告 第17条 改善勧告 第21条 改善勧告 第21条 改善勧告

第17条 改善命令 第18条 改善命令 第22条 改善命令 第22条 改善命令

第18条 許可の取消し 第19条 許可の取消し 第23条 許可の取消し 第23条 許可の取消し

第19条 使用禁止命令 第20条 使用禁止命令 第24条 使用禁止命令等 第24条 使用禁止命令

第20条 公表 第21条 公表 第25条 公表 第25条 公表

第21条 委任 第22条 委任 第26条 委任 第26条 委任

第10条 許可の基準 第9条 許可の基準

東京都板橋区（平成１５年３月制定）

第7条 説明会の開催等 第7条 第6条 説明会の開催等説明会の開催等

他都市が規制している施設の区分

新潟市（平成２６年４月制定）千葉市（平成２０年３月制定） 相模原市（平成２１年１０月制定）

第11条 工事着工届等

第15条 中止，変更及び廃止の届出第12条 廃止又は変更の届出
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